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確
定
申
告
は
電
子
申
告

（
ｅ
‐Ｔ
ａ
ｘ
）が
便
利

　
所
得
税
な
ど
の
確
定
申
告
書
は
、

国
税
庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」を
利

用
す
る
と
、
自
宅
で
い
つ
で
も
作

成
で
き
ま
す
。

　
自
宅
で
作
成
し
た
申
告
書
は
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
か

ら
電
子
申
告
で
き
る
他
、
印
刷
し

て
郵
送
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

　
　
　

　
　

●
郵
送
先
　
仙
台
国
税
局
業
務
セ
ン
タ
ー

　
〒
９
８
０-

８
４
０
６

　
仙
台
市
青
葉
区
上
杉
１
丁
目
１

番
１
号
　
仙
台
北
税
務
署
内

●
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー

　
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

０
５
７
０-

０
１
５
９
０
１

電
子
申
告
ま
た
は
税
務
署
で
申
告

が
必
要
な
人

□
年
末
調
整
に
含
め
て
い
な
い
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
お
よ
び

住
宅
関
連
税
額
控
除
の
適
用
を

受
け
る
人

□
建
物・経
費
計
算
が
複
雑
な
土
地

　
な
ど
の
不
動
産
を
譲
渡
し
た
人

□
株
式
配
当
の
課
税
方
式
の
選
択

　
や
判
断
が
必
要
な
も
の
、
株
式

　
の
譲
渡
に
係
る
申
告
を
す
る
人

□
青
色
申
告
を
行
う
事
業
主

□
先
物
、
雑
損
控
除
に
係
る
申
告

を
す
る
人

□
そ
の
他
、
高
度
な
判
断
を
必
要

　
と
す
る
人

税
務
署
申
告
に
係
る
事
前
手
続
き

　
申
告
書
作
成
会
場
の
混
雑
緩
和

の
た
め
、
入
場
に
は
整
理
券
が
必

要
で
す
。
相
談
枠
に
限
り
が
あ
る

た
め
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
事
前
発

行
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
配
布
方
法
の
詳
細
は
、
国
税
庁

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
確
認
す
る
か
、

築
館
税
務
署
に
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
入
場
整
理
券
の
配
布
状

況
に
応
じ
て
、
後
日
の
来
場
を
お

願
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

●
開
設
期
間
　
２
月
16
日（
月
）〜

３
月
16
日（
月
）

●
開
設
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後

５
時

●
申
告・納
付
期
限　
３
月
16
日（
月
）

　
築
館
税
務
署
☎（
22
）２
２
６
１

　
総
務
部
税
務
課
☎（
22
）１
１
２
１

個
人
住
民
税
の
申
告

　
個
人
住
民
税
の
申
告
は
、
国
民

健
康
保
険
税
や
介
護
保
険
料
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
算
出
の

基
礎
と
な
る
他
、
各
種
行
政
サ
ー

ビ
ス
に
影
響
す
る
た
め
、
収
入
が

な
い
場
合
で
も
手
続
き
が
必
要
で

す
。

　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
を
提

出
し
て
い
る
場
合
は
、
個
人
住
民

税
の
申
告
は
不
要
で
す
。

□
所
得
税
の
確
定
申
告
書

□
簡
易
申
告
書

※
簡
易
申
告
書
は
、
収
入
が
な
か
っ
た
人

や
障
害
年
金
な
ど
の
非
課
税
収
入
の
み

の
人
な
ど
が
使
用
で
き
る
申
告
書
で
す
。

※
簡
易
申
告
書
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に

掲
載
し
て
い
る
他
、
税
務
課
や
各
総
合

支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
に
備
え
付
け
て

い
ま
す
。

●
申
告
書
の
提
出
　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

　
ン
な
ど
で
e-

T
a
x
個
人
住
民

税
申
告
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て

電
子
申
告
す
る
か
、
申
告
書
　

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
税

務
課
に
直
接
ま
た
は
、
郵
送
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
会
場
で
申
告

　
申
告
相
談
日
程
は
、
表
の
と
お

り
で
す
。
各
行
政
区
の
相
談
日
は
、

１
月
16
日（
金
）に
配
布
し
た「
令
和

８
年
度
市
県
民
税
申
告
相
談
の
お

知
ら
せ
」を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
総
務
部
税
務
課
☎（
22
）１
１
２
１

市
の
公
共
下
水
道
事
業

計
画
を
変
更

　
人
口
減
少
や
社
会
情
勢
の
変
化

に
対
応
す
る
た
め
、
市
の
公
共
下

水
道
事
業
計
画
を
変
更
し
ま
し
た
。

●
主
な
変
更
点

□
事
業
期
間
を
令
和
13
年
3
月

末
ま
で
延
長

□
整
備
予
定
の
な
い
区
域
を
削

除
□
合
併
処
理
浄
化
槽
区
域
拡
大

□
農
業
集
落
排
水
施
設
の
統
廃

合
に
伴
う
区
域
の
追
加

□
区
域
外
流
入
箇
所
の
追
加

□
幹
線
延
長
や
計
画
人
口
、
汚

水
量
、
汚
濁
負
荷
量
な
ど
、

計
画
の
基
に
な
る
数
値
を
見

直
し
、
財
政
計
画
を
変
更

※

詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
確
認

す
る
か
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
上
下
水
道
部
施
設
課

☎（
42
）１
１
３
３

高
齢
者
の
運
転
免
許

自
主
返
納
支
援

　
市
で
は
、
運
転
免
許
証
を
自
主

返
納
し
た
高
齢
者
に「
運
転
免
許

自
主
返
納
者
証（
プ
ラ
チ
ナ
パ
ス
）」

を
交
付
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す
。

●
対
象
者
　
市
内
に
住
所
が
あ
る

満
65
歳
以
上
で
、
運
転
免
許
証

を
自
主
的
に
返
納
し
た
人

●
支
援
内
容

□
支
援
店
の
利
用
に
よ
る
特
典

や
サ
ー
ビ
ス

□
市
の
文
化
財
施
設
な
ど
、
対

象
施
設
の
入
館
料
無
料

●
申
請
に
必
要
な
書
類

□
運
転
免
許
取
消
通
知
書
の
写

し
ま
た
は
、
運
転
経
歴
証
明

書
の
写
し

※

運
転
免
許
取
消
通
知
書
、
運
転
経

歴
証
明
書
の
交
付
手
続
き
は
、
警

　
察
署
ま
た
は
、運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

　
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□
顔
写
真（
縦
３
・
０
×
横
２
・

　
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

●
申
請
方
法
　
各
総
合
支
所
市
民

サ
ー
ビ
ス
課
に
備
え
付
け
の
申

請
書
　
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

必
要
書
類
を
添
付
の
上
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
後
日
、
運
転
免
許
自
主
返
納

者
証
を
送
付
し
ま
す
。

　
総
務
部
危
機
対
策
課

☎（
22
）１
１
４
９

電
池
類
の
捨
て
方

　
ご
み
収
集
作
業
中
や
ご
み
処
理

施
設
で
、
電
池
類
が
強
い
衝
撃
や

圧
力
を
受
け
て
火
災
に
な
る
事
例

が
全
国
各
地
で
発
生
し
て
い
ま
す
。

●
電
池
類
の
捨
て
方
　
モ
バ
イ
ル

バ
ッ
テ
リ
ー
な
ど
の
電
池
類
は
、

年
１
回
、
各
家
庭
に
配
布
し
て

い
る
使
用
済
電
池
回
収
袋（
黄

色
の
袋
）に
入
れ
て「
燃
や
せ
な

い
ご
み
の
日
」に
ご
み
集
積
所

へ
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
ま
た
、
ボ
タ
ン
電
池
や
小
型

充
電
式
電
池
を
出
す
と
き
は
、

プ
ラ
ス
極
と
マ
イ
ナ
ス
極
に
セ

ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
な
ど
を
貼
っ
て
、

絶
縁
処
置
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
回
収
す
る
電
池
類
　
マ
ン
ガ
ン

乾
電
池
、
ア
ル
カ
リ
乾
電
池
、

ボ
タ
ン
電
池
、
小
型
充
電
式
電

池（
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
や

ニ
ッ
ケ
ル
水
素
電
池
な
ど
）、

モ
バ
イ
ル
バ
ッ
テ
リ
ー
、
電
子

た
ば
こ（
加
熱
式
た
ば
こ
）本
体

※

使
用
済
電
池
回
収
袋
の
中
に
、ラ
イ
タ
ー

　
な
ど
の
異
物
が
混
入
し
て
い
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
電
池
類
だ
け
を
入
れ

て
く
だ
さ
い
。

●
膨
張
や
変
形
し
た
モ
バ
イ
ル
バッ

　
テ
リ
ー
　
環
境
課
、
各
総
合
支

所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
ま
た
は
、

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ
直
接
持

ち
込
み
く
だ
さ
い
。

　
市
民
生
活
部
環
境
課

☎（
22
）３
３
５
０

女
性
の
健
康
管
理
ア
プ
リ

ル
ナ
ル
ナ
無
償
提
供

　
県
で
は
、
女
性
の
た
め
の
健
康

管
理
ア
プ
リ「
ル
ナ
ル
ナ
」を
運
営

す
る
株
式
会
社
エ
ム
テ
ィ
ア
イ
と

連
携
協
定
を
結
び
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
市
内
に
居
住
す
る
人
は
、

ル
ナ
ル
ナ
の
プ
レ
ミ
ア
ム
コ
ー
ス

を
無
料
で
利
用
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

●
ル
ナ
ル
ナ
の
機
能
　
女
性
の
体

調
管
理
に
役
立
つ
体
調
・
基
礎

体
温
表
な
ど
の
記
録

●
利
用
期
間
　
２
月
１
日（
日
）〜

令
和
10
年
３
月
31
日（
金
）

●
申
し
込
み
　
次
の
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
利
用
登
録
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　●
専
用
コ
ー
ド
　
Ｎ
Ｒ
Ｚ
Ｘ
Ｓ
Ａ
Ｗ
６

　
市
民
生
活
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン

タ
ー
　
　
　
☎（
22
）２
３
６
０

熊
出
没
に
よ
る
売
上

減
少
を
資
金
支
援

　
県
で
は
、
熊
の
出
没
や
目
撃
件

数
の
増
加
の
影
響
に
よ
り
、
事
業

の
売
上
が
減
少
し
た
中
小
企
業
者

の
資
金
繰
り
支
援
の
た
め
、
災
害

復
旧
対
策
資
金
を
設
け
て
い
ま
す
。

●
内
容

□
融
資
限
度
額
　
１
災
害
当
た

り
５
千
万
円

□
融
資
利
率
　
年
１
・
６
パ
ー

セ
ン
ト
以
内

□
資
金
の
使
い
道
　
運
転
資
金
、

設
備
資
金

□
返
済
期
間
　
最
大
10
年

※
据
え
置
き
最
大
２
年

□
申
請
期
限
　
３
月
31
日（
火
）

●
そ
の
他
　
融
資
制
度
の
利
用
に

は
、
売
り
上
げ
の
減
少
に
つ
い

て
、
県
知
事
や
市
町
村
長
、
商

工
会
会
長
の
認
定
が
必
要
で
す
。

　
　
融
資
を
希
望
す
る
場
合
は
、

問
い
合
わ
せ
先
に
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

　
商
工
観
光
部
産
業
戦
略
課

☎（
22
）１
２
２
０

　
宮
城
県
経
済
商
工
観
光
部
商
工

金
融
課☎

０
２
２（
211
）２
７
４
４

　
栗
原
南
部
商
工
会

☎（
22
）３
６
１
１

　
若
柳
金
成
商
工
会

☎（
32
）３
１
0
０

　
栗
駒
鶯
沢
商
工
会

☎（
45
）2
1
9
1

　
一
迫
花
山
商
工
会

☎（
52
）３
３
0
０

イ 

ー    

タ 

ッ 

ク 

ス

動画で見る
確定申告

国税庁
ウェブサイト

確定申告書等
作成コーナー

国税庁
ウェブサイト

表　個人住民税の申告日程・会場

●平日・休日相談
 【午前の部】
　午前９時～
　（受付　午前８時３０分～
　　１１時）

 【午後の部】
　午後１時～
　（受付　午前１１時～
　 午後３時）

　※午前の部が混雑する場合、
　　午後の受け付けになるこ
　　とがあります。

３月８日（日）

３月１日（日）

― 

３月８日（日）

２月１５日（日）

― 

２月１５日（日）
３月８日（日）

２月１５日（日）
３月１日（日）

２月１２日（木）～３月１６日（月）

３月６日（金）～１６日（月）

２月２４日（火）～３月１６日（月）

２月２０日（金）～３月４日（水）

２月１２日（木）～１８日（水）

３月２日（月）～１６日（月）

２月１２日（木）～２６日（木）

２月１２日（木）～１７日（火）

築　館

若　柳

栗　駒

高清水

一　迫

瀬　峰

鶯　沢

金　成

志波姫

花　山

時　 間会　場
日　程

期　間 休日相談

２月１６日（月）

３月２日（月）

―

―

―

３月９日（月）

２月１６日（月）

―

実施しない日

※平日相談は、祝日を除く月～金曜日です。また、休日相談は居住する地区以外の会場でも受け付け可能です。
※会場は、鶯沢地区は鶯沢振興センター、志波姫地区は志波姫この花さくや姫プラザ、その他の地区は各総合支所です。

栗原市
特設ページ

ルナルナ

国税庁
ウェブサイト

申告会場で申告

国税庁公式
ＬＩＮＥ


